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第７８号議案説明資料 

芦屋市附属機関の設置に関する条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分）

改正案 現 行 

（設置） （設置） 

第2条 市に次のとおり附属機関を置く。 第2条 市に次のとおり附属機関を置く。 

附属

機関

の属

する

執行

機関

附属機関の

名称 

担任事務 委員定数 委員の構成 任期 

市長 （芦屋市長等倫理審査会から芦屋市住環境紛争調停委員までの

項省略） 

芦屋市都市

景観審議会 

景観の形成に必

要な事項につい

ての調査審議並

びに景観の形成

に関する事項及

び風致地区内に

おける許可を要

する行為への特

例基準の適用に

ついて意見を述

べること。 

10人以内

（その他

必要に応

じて臨時

委員若干

人を置く

ことがで

きる。） 

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 市民 

(4) 関係行政機

関の職員 

2 年（臨

時委員

は，担

任事項

につい

ての審

議が終

了する

までの

期間）

（芦屋市景観認定審査会から芦屋市義務教育諸学校教科用図書採択協

議会までの項省略） 

附属

機関

の属

する

執行

機関

附属機関の

名称 

担任事務 委員定数 委員の構成 任期 

市長 （芦屋市長等倫理審査会から芦屋市住環境紛争調停委員までの

項省略） 

芦屋市都市

景観審議会 

景観の形成に必

要な事項につい

ての調査審議及

び景観の形成に

関する事項につ

いて意見を述べ

ること。 

10人以内

（その他

必要に応

じて臨時

委員若干

人を置く

ことがで

きる。）

(1) 学識経験者 

(2) 市議会議員 

(3) 市民 

(4) 関係行政機

関の職員 

2 年（臨

時委員

は，担

任事項

につい

ての審

議が終

了する

までの

期間）

（芦屋市景観認定審査会から芦屋市義務教育諸学校教科用図書採択協

議会までの項省略） 
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１ 趣旨 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令等の整備等に関する

政令による風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を

定める政令の一部改正により，１０ヘクタール以上の風致地区内における建築

等の規制に係る条例を制定する権限が兵庫県から移譲され，同地区内における

建築等の規制に関し必要な事項を条例で定めるもの。 

２ 政令の基準と条例で定める内容の比較 

  条例で定める内容は，政令で定められている「従うべき基準」については，

それぞれの基準に準じた内容とし，政令で基準が定められていない事項につい

ては，一部を除き，兵庫県条例（風致地区内における建築等の規制に関する条

例）と同内容とする。 

政 令 条 例 内 容 

第３条第１項及び

第２項 

第２条及び別表第１ 許可を要する行為 

第３条第３項 第３条及び別表第２ 適用除外 

第４条 第５条第１項前段 許可の基準 

第４条第１号及び

第２号 

別表第３ １(3)アからウま

で及びカ並びに(4)イ 

許可の基準（建築物等の新築）

第４条第３号 別表第３ ５ 許可の基準（建築物等の色彩の

変更） 

第４条第４号 別表第３ ６ 許可の基準（宅地の造成，土地

の開墾その他の土地の形質の

変更） 

第４条第５号 別表第３ ７ 許可の基準（水面の埋立て又は

干拓） 

第４条第６号 別表第３ ８ 許可の基準（木竹の伐採） 

第４条第７号 別表第３ ９ 許可の基準（土石類の採取） 

第４条第８号 別表第３ １０ 許可の基準（屋外における土

石，廃棄物又は再生資源の堆

積） 

＊政令で基準が定

められておらず，

兵庫県条例と同内

容とするもの。 

第４条 風致地区の種別 

第５条第１項後段及び第２

項 

許可の基準（都市景観審議会の

意見聴取等） 

別表第３ １(1)及び(2) 許可の基準（仮設の建築物等及
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び地下に設ける建築物等） 

別表第３ １(3)エ及び３

(3)エ 

許可の基準（建築物が接する地

盤面の高低差） 

別表第３ １(3)オ 許可の基準（建築物の敷地面積

に対する緑地率） 

別表第３ １(4)ア 許可の基準（工作物の高さ） 

別表第３ ２から４まで 許可の基準（建築物等の改築，

増築及び移転） 

第６条 監督処分 

第７条 立入検査 

第９条から第１２条まで 罰則 

  ＊ 政令：風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準

を定める政令（従うべき基準） 

３ 条例制定の考え方 

  風致地区内における建築等の規制に関する条例を定めるに当たり，政令で定

められている基準を踏まえて制定されている現行の兵庫県条例を基に行って

きた本市における建築等の規制の実績を検証した結果，兵庫県条例の内容が妥

当であると判断したため，一部を除き，同内容を条例において定めるものとす

る。 

４ 規則で定める内容 

芦屋市風致地区内における建築

等の規制に関する条例 

芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例施

行規則（案） 

（許可を要する行為） 

第２条 風致地区内において次

に掲げる行為をしようとする

者は，あらかじめ，規則で定

めるところにより，市長の許可

を受けなければならない。 

 (1)～(7) （省略） 

２ （省略） 

３ 国，都道府県，市町村又は独

立行政法人（独立行政法人通則

法（平成１１年法律第１０３

号）第２条第１項に規定する独

（許可の申請） 

第２条 条例第２条第１項の許可を受けようとする者

は，許可申請書（様式第１号）に，設計説明書（様式

第２号）及び別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ，

同表の右欄に掲げる図書を添えて，市長に提出しなけ

ればならない。許可を受けた行為の内容を変更しよう

とするときも同様とする。 

（協議） 

第３条 条例第２条第３項の規則で定めるものは，次に

掲げる者とする。 

(1) 独立行政法人都市再生機構 
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立行政法人をいう。）その他の

これに準ずる機関で規則で定

めるものが行う行為について

は，第１項の許可を受けること

を要しない。この場合におい

て，当該国等の機関は，その行

為をしようとするときは，あら

かじめ，市長に協議しなければ

ならない。 

別表第３ 

（表省略） 

備考 １・２ （省略） 

備考 ３ この表において「緑地

率」とは，当該土地において規

則で定める既存の良好な樹木

等が保存されている面積又は

規則で定める風致の維持に有

効な植栽その他の措置が行わ

れた面積の当該土地の面積に

対する割合をいう。 

(2) 国立研究開発法人森林総合研究所 

(3) 独立行政法人労働者健康福祉機構 

(4) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

(5) 独立行政法人水資源機構 

(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

(7) 独立行政法人環境再生保全機構 

(8) 独立行政法人中小企業基盤整備機構 

(9) 地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）

による地方住宅供給公社 

(10) 地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）によ

る地方道路公社 

２ （省略） 

（緑地率に係る既存の良好な樹木） 

第１０条 条例別表第３備考第３項に規定する規則で

定める既存の良好な樹木は，その位置，規模及び植生

状態が，当該土地及びその周辺における風致の維持上

有効であるものとする。 

（緑地率に係る風致の維持に有効な植栽） 

第１１条 条例別表第３備考第３項に規定する規則で

定める風致の維持に有効な植栽は，当該土地において

風致の維持上有効な位置に，１０平方メートルにつき

６本とし，うち植栽時の高さが３.５メートル以上の

高木１本以上及び植栽時の高さが１.５メートル以上

の中木２本以上とする。 
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 芦屋市の風致地区 

風致地区名 種別 面　積 位　　　　置

１種 約　734.7ha 奥山，奥池南町，三条町，城山及び剱谷

２種 約　170.1ha 奥池町，奥池南町，六麓荘町及び岩園町

３種 約　149.9ha
奥山，剱谷，三条町，山芦屋町，山手町，

東芦屋町，朝日ケ丘町，六麓荘町及び岩園町

１種 約　  3.4ha 浜芦屋町及び松浜町

３種 約　 29.9ha

平田町，西山町，東芦屋町，月若町，松ノ内町，

前田町，業平町，川西町，公光町，平田北町，

精道町及び緑町

六甲山

風致地区

芦屋川

風致地区

六甲山風致地区 

芦屋川風致地区 


